
列
女
伝
図
の
研
究
（
二
）

和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
列
女
伝
図

黒

田

彰

〔
抄

録
〕

小
稿
は
、
昨
年
度
の
拙
稿
「
列
女
伝
図
の
研
究
｜
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓

の
列
女
伝
図
｜
」（『
京
都
語
文
』
15
、
平
成
20
年
11
月
）
の
続
稿
に
当
た
る

も
の
で
、
三
、
中
室
西
、
北
壁
四
層
の
列
女
伝
図
、
１
西
壁
四
層
の
列
女
伝

図
（
19
｜
28
）
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
「
口
絵
（
番
号
）」
は
、

そ
の
前
稿
所
収
の
カ
ラ
ー
口
絵
の
図
版
番
号
を
指
し
て
お
り
、
是
非
併
せ
て

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
続
稿
と
し
て
、
２
北
壁
四
層
列
女
伝
図
（
29
｜
35
）、

四
、
中
室
南
壁
の
列
女
伝
図
（
36
｜
43
）
及
び
、
関
連
す
る
別
稿
「
顧
愷
之

前
後
｜
列
女
伝
図
の
系
譜
｜
」
を
予
定
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

劉りゆう
向きよう、
列れつ
女じよ
伝でん
図ず
、
顧こ
愷がい
之し
、
列れつ
女じよ
仁じん
智ち
図ず
巻かん
、
北ほく
魏ぎ
司し

馬ば
金きん
竜りゆう墓ぼ
出しゆつ土ど
木もく
板はん
漆しつ
画が
屛びよう風ぶ
、
和
林
格
爾

ホ
リ
ン
ゴ
ル

後ご
漢かん
壁へき
画が
墓ぼ

三
、
中
室
西
、
北
壁
四
層
の
列
女
伝
図

１

西
壁
四
層
の
列
女
伝
図
（
19
｜
28
）

19
魯
秋
潔
婦
図
（
口
絵
19
）

榜
題
「
魯
秋
胡
子
」「
秋
胡
子
妻
」

西
壁
四
層
の
最
初
の
列
女
伝
図
で
あ
る
。
西
壁
三
層
が
列
女
伝
巻
一
、
巻
二
の

順
を
追
う
の
に
対
し
、
四
層
が
い
き
な
り
、
列
女
伝
巻
五
節
義
伝
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
後
に
巻
三
、
巻
四
に
戻
っ
て
、
再
び
巻
五
が
続
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述

し
た
如
く
で
あ
る
。
図
四
十
五
に
、
魯
秋
潔
婦
図
を
掲
げ
る
。
本
図
の
基
づ
い
た

列
女
伝
巻
五
・
９
の
粗
筋
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

魯
秋
潔
婦
梗
概

魯
秋
潔
婦
と
い
う
の
は
、
魯
の
秋
胡
子
の
妻
で
あ
る
。
秋
胡
子
は
、
陳
国
に
仕
官

す
る
た
め
、
結
婚
し
て
纔
か
五
日
目
に
家
を
発
ち
、
五
年
を
経
て
漸
く
帰
郷
す
る
。

帰
郷
の
途
次
、
道
端
で
桑
を
摘
む
、
一
人
の
美
し
い
女
性
が
目
に
入
る
。
悦
ん
だ

一
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秋
胡
子
は
、
車
を

降
り
て
、
次
の
よ

う
に
言
う
。「
あ

な
た
は
暑
い
日
向
ひ
な
た

で
一
人
、
桑
を
摘

ん
で
い
る
。
私
は

遠
く
か
ら
や
っ
て

来
た
。
出
来
れ
ば

桑
の
木
蔭
に
宿
り
、

食
物
や
手
荷
物
を

下
ろ
し
て
、
共
に

休
憩
し
た
い
の
だ

が
」
と
。
し
か
し
、

女
性
は
桑
の
葉
を

摘
み
止
め
な
い
。

秋
胡
子
は
さ
ら
に
言
う
、「
諺
に
も
、
苦
労
し
て
田
を
作
る
よ
り
、
豊
年
に
遇
う

方
が
良
い
。
懸
命
に
桑
を
摘
む
よ
り
、
貴
い
身
分
の
人
に
出
合
う
方
が
良
い
、
と

言
う
で
は
な
い
か
。
私
は
お
金
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
あ
な
た
に
そ
れ
を
差
し
上

げ
た
い
と
思
う
」
と
。
す
る
と
、
そ
の
女
性
が
言
う
に
は
、「
あ
あ
、
一
体
私
の

努
め
は
、
桑
を
摘
み
苦
労
し
て
働
き
、
糸
を
績
い
で
布
を
織
り
、
衣
食
を
整
え
て
、

父
母
に
奉
仕
し
、
夫
や
子
供
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
お
金
が
欲
し
い
訳
で
は

な
い
。
私
の
願
い
は
、
あ
な
た
が
不
道
徳
な
思
い
を
抱
か
ず
、
私
も
ま
た
、
ふ
し

だ
ら
な
気
持
を
持
た
な
い
こ
と
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
手
荷
物
と
お
金
の
箱
を
し

ま
わ
れ
よ
」
と
。
そ
れ
を
聞
い
た
秋
胡
子
は
、
遂
に
あ
き
ら
め
立
ち
去
っ
た
。
さ

て
、
秋
胡
子
は
家
に
着
き
、
母
に
お
金
を
献
上
す
る
。
母
が
妻
を
呼
び
に
遣
る
と
、

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
や
っ
て
来
た
の
は
、
先
程
の
桑
摘
み
の
女
性
で
あ
る
。
そ
れ

を
知
っ
た
秋
胡
子
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
恥
じ
入
っ
た
。
妻
は
、
次
の
よ
う
に
言

う
、「
あ
な
た
は
か
つ
て
身
な
り
を
整
え
、
親
元
を
辞
し
て
、
仕
官
の
た
め
に
出

発
し
た
。
あ
れ
か
ら
五
年
も
経
っ
て
、
漸
く
帰
郷
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
当

然
、
喜
び
勇
ん
で
駆
け
走
り
、
親
に
会
い
た
く
思
う
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、

あ
な
た
と
来
た
ら
、
道
端
の
女
性
を
お
金
で
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
。
あ
な
た
の
行

為
は
、
母
を
忘
れ
た
不
孝
に
当
た
り
、
行
い
を
汚
す
不
義
を
働
く
こ
と
で
あ
る
。

不
孝
、
不
義
は
や
が
て
不
忠
、
非
理
に
繫
が
り
、
孝
義
共
に
失
っ
た
人
が
、
立
派

な
最
後
を
遂
げ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
私
は
、
あ
な
た
の
よ
う
な
不
孝
不
義
の

人
を
、
こ
れ
以
上
見
て
い
ら
れ
な
い
。
あ
な
た
は
別
の
女
性
を
娶
ら
れ
よ
。
私
は

二
夫
に
は
見まみ
え
な
い
」
と
。
言
い
終
わ
る
と
、
妻
は
東
の
方
へ
走
り
出
し
、
そ
の

ま
ま
河
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
孔
子
は
、「
善
行
を
見
た
ら
、
そ
の
行
為
が
や

り
止さ
し
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
直
ち
に
手
を
差
し
伸
べ
る
如
く
、
出
来
る
限
り
の

助
力
を
し
て
や
り
、
不
善
を
見
た
ら
、
熱
湯
に
触
れ
て
手
を
引
く
如
く
、
な
る
べ

く
早
く
遠
ざ
か
れ
」
と
述
べ
て
い
る
（
論
語
季
氏
）。
こ
れ
は
、
秋
胡
子
の
妻
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

本
図
は
、
保
存
も
良
く
、
南
壁
一
層
に
描
か
れ
た
36
魯
義
姑
姉
図
と
共
に
、
当

墓
屈
指
の
美
し
い
列
女
伝
図
の
一
つ
に
上
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
言
わ
ば
肖

像
画
風
の
、
静
的
な
図
像
と
は
異
な
り
、
動
的
且
つ
、
具
体
的
な
図
像
で
あ
る
点
、

四
層
の
右
方
か
ら
列
女
伝
巻
三
、
四
、
五
を
描
き
始
め
、
四
層
の
左
方
へ
戻
っ
て
、

図四十五 魯秋潔婦図
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画
面
を
広
く
取
り
、

再
び
巻
五
の
本
図
を

描
く
と
い
う
、
制
作

者
の
意
図
及
び
、
そ

の
強
い
意
気
込
み
を

読
み
取
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。（
そ
れ
ら

の
事
情
は
、
他
の
中

室
壁
画
と
の
関
連
な

ど
も
含
め
、
一
考
の

要
が
あ
る
）。
本
図

は
、
ま
ず
左
に
、
進

賢
冠
を
被
っ
た
秋
胡

子
、
右
に
、
髪
を
高

く
結
い
上
げ
た
妻
を

描
き
、
二
人
は
共
に
右
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
。
秋
胡
子
が
そ
れ
と
は
知
ら
ず
、

美
人
（
妻
）
に
声
を
懸
け
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
秋
胡
子
は
何
か
を
差
し
出
し
て

い
る
（
黄
金
で
あ
ろ
う
）。
妻
の
右
に
は
、
葉
を
繁
ら
せ
た
桑
の
木
及
び
、
妻
の

腰
の
右
辺
り
に
、
枝
に
掛
け
ら
れ
た
籠
（
筐
）
が
描
か
れ
、
妻
が
一
心
に
桑
の
葉

を
摘
む
様
子
を
表
わ
し
て
い
る
。

図
四
十
六
は
、
後
漢
武
氏
祠
画
象
石
の
武
梁
祠
三
石
一
層
に
描
か
れ
た
、
魯
秋

潔
婦
図
を
示
し
た
も
の
で
あ
る29

）

（
榜
題
、
右
か
ら
「
秋
胡
妻
」「
魯
秋
胡
」）。
左

に
、
荷
物
を
肩
に
担
い
だ
秋
胡
子
、
そ
の
右
に
、
枝
を
繞
め
て
葉
を
摘
む
妻
が
描

か
れ
て
い
る
。
妻
の
姿
は
、
後
掲
図
四
十

八
、
図
四
十
九
も
同
じ
で
あ
り
、
図
四
十

五
本
図
も
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
二
人
は
、
共
に
右
を
向

い
て
立
っ
て
い
る
が
、
妻
が
振
り
返
っ
て

い
る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
他

図
も
同
じ
）。
妻
の
右
に
は
桑
の
木
及
び
、

枝
に
掛
か
っ
た
籠
が
描
か
れ
て
い
る
。
図

四
十
六
を
見
る
と
、
榜
題
も
酷
似
す
る
が
、

本
図
と
図
四
十
六
と
の
構
図
が
、
全
く
一

致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と

は
、
非
常
に
驚
く
べ
き
こ
と
と
言
え
よ
う
。

図
四
十
七
は
、
同
じ
後
漢
武
氏
祠
画
象
石

の
前
石
室
九
石
二
層
に
描
か
れ
た
、
魯
秋

潔
婦
図
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る30

）

（
榜
題

「
魯
秋
胡
」「
秋
胡
婦
」）。
同
じ
武
氏
祠

の
も
の
な
が
ら
、
武
梁
祠
の
そ
れ
（
図
四

十
六
）
と
は
、
随
分
異
な
っ
た
印
象
を
受

け
る
。
ま
ず
図
の
左
右
が
反
転
し
て
い
る

こ
と
に
加
え
、
桑
の
木
や
籠
な
ど
が
見
当

た
ら
ず
、
さ
ら
に
子
供
や
従
者
等
が
、
多

数
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
物
は
全
て
左
を
向
き
、
右
か
ら
三
人
目

図四十六 魯秋潔婦図

図四十七 魯秋潔婦図（前石室九石二層）
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の
秋
胡
子
は
、
長
剣

を
地
面
に
突
き
、
左

端
の
摑かく
（
女
性
が
髪

を
包
む
飾
り
布
）
を

着
け
た
妻
は
、
夫
の

方
を
振
り
返
っ
て
い

る
。
場
面
の
左
方
で

は
、
子
供
が
妻
の
左

袖
を
引
い
て
い
る
所

か
ら
、
図
四
十
七
は
、

夫
と
再
会
後
、
家
を

出
て
投
身
自
殺
し
よ

う
と
す
る
、
物
語
の

最
後
の
場
面
を
描
い
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
列
女
伝
本
文
の
妻
の
言
葉
に
、

「
奉

二
親
、
養

夫
子

」
と
あ
る
）。
図
四
十
八
は
、
四
川
新
津
石
棺
に
描
か
れ

た
魯
秋
潔
婦
図
で
あ
る31

）

。
そ
れ
は
、
図
四
十
五
、
図
四
十
六
の
左
右
を
反
転
さ
せ

た
も
の
で
、
夫
は
長
剣
を
佩
い
て
い
る
が
、
構
図
は
全
く
同
じ
も
の
と
言
っ
て
良

い
。
妻
が
振
り
向
い
て
い
る
こ
と
も
、
図
四
十
六
、
図
四
十
七
と
同
じ
で
、
ど
う

や
ら
そ
れ
が
、
秋
胡
子
妻
の
一
般
の
描
き
方
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
内

蒙
古
、
山
東
、
四
川
と
い
う
、
広
い
地
域
に
亙
り
、
同
一
構
図
の
魯
秋
潔
婦
図
の

分
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は

や
は
り
、
漢
代
列
女
伝
図
の
粉
本
が
当
時
、
流
布
し
て
い
た
事
実
を
、
強
く
物
語

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
図
四
十
九
は
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
で
あ
る
（
榜
題
「
秋

胡
子
」）。
当
図
を
前
掲
の
諸
図
と
比

較
し
て
み
る
と
、
当
図
も
ま
た
、
本

図
（
図
四
十
五
）、
図
四
十
六
、
図

四
十
八
と
同
一
の
構
図
を
も
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
確
認

出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
点

で
極
め
て
重
要
で
、
一
つ
は
、
遥
か

後
代
の
重
刊
本
な
が
ら
、
伝
顧
愷
之

筆
摸
刊
の
そ
れ
が
、
大
変
古
い
魯
秋

潔
婦
図
の
様
式
を
よ
く
留
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、
顧
愷
之
筆
の
信
憑
性
が
、

学
問
的
に
俄
然
、
高
い
も
の
と
な
る

点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
中
国
美

術
史
に
屹
立
す
る
、
顧
愷
之
の
画
風

の
成
立
に
関
し
て
、
例
え
ば
そ
の
列

女
伝
図
の
場
合
、
顧
愷
之
は
、
漢
代

列
女
伝
図
の
様
式
に
深
く
学
ん
だ
ら

し
い
こ
と
を
、
強
く
示
唆
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
は
前
述
、
現
存
す

る
顧
愷
之
の
列
女
仁
智
図
巻
の
具
体

的
内
容
と
も
絡
め
て
、
な
お
今
後
の

課
題
と
す
べ
き
問
題
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
顧
愷
之
以
前
の
魯

図四十八 魯秋潔婦図

図四十九 魯秋潔婦図（伝顧愷之筆摸刊）
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秋
潔
婦
図
と
し
て
、
現
存
唯
一
の
彩
色
絵
画
資
料
で
あ
る
本
図
が
、
文
字
通
り
図

四
十
九
の
源
流
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
最
早
言
を
俟
つ
ま
い
。

20
周
主
忠
妾
図
（
口
絵
20
）

榜
題
「
周
主
忠
妾
」

図
五
十
に
、
当
墓
の
周
主
忠
妾
図
を
掲
げ
る
。
本
図
の
典
拠
と
な
っ
た
列
女
伝

巻
五
・
10
の
粗
筋
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

周
主
忠
妾
梗
概

周
主
忠
妾
と
い
う
女
性
は
、
周
の
大
夫
の
妻
の
よう

妾しよう
（
よう

婢ひ
と
も
。
腰
元
）
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
大
夫
は
主しゆ
父ほ
と
呼
ば
れ
た
。
或
る
時
、
衛
を
出
て
周
に
仕
え
、

二
年
後
、
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
隣
人
と
密
通
し
て
い
た
妻
は
、
そ
の
こ

と
が
夫
の
主
父
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
ま
た
、
密
通
相
手
の
隣
人
も
同
じ
く

そ
れ
を
心
配
す
る
。
妻
は
、「
心
配
さ
れ
る
な
。
そ
の
対
策
に
は
、
私
が
毒
酒
を

作
り
、
蓋
を
閉
じ
て

夫
を
待
構
え
て
い
る

か
ら
」
と
言
う
。
そ

れ
か
ら
三
日
経
っ
て
、

主
父
が
家
に
到
着
す

る
と
、
妻
は
、「
私

は
あ
な
た
を
労いたわる
べ

く
、
酒
の
蓋
を
取
ら

ず
に
準
備
し
て
い
た

所
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、

婢
に
酒
を
注つ
い
で
勧
め
さ
せ
る
。

婢
は
内
心
、
そ

れ
が
毒
酒
で
あ
る
こ
と
を
察
し
つ
つ
、
思
案
す
る
よ
う
、
も
し
そ
れ
を
主
父
に
勧

め
飲
ま
せ
れ
ば
、
主
父
を
殺
す
こ
と
で
不
義
と
な
り
、
か
と
言
っ
て
、
そ
の
こ
と

を
口
に
す
れ
ば
、
主
人
の
女
性
を
殺
す
こ
と
で
不
忠
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。

婢
は
ど
ち
ら
と
も
判
断
が
付
か
ず
、
た
め
に
態わざ
と
倒
れ
て
、
酒
を
ひ
っ
く
り
返
す
。

主
父
は
怒
っ
て

婢
を
笞
打
ち
、
そ
の
場
は
や
っ
と
収
ま
っ
た
。
一
方
、
妻
は

婢
が
そ
の
こ
と
を
口
外
す
る
の
を
恐
れ
、
別
の
過
ち
に
託かこつけ
て
、

婢
を
笞
で
打

ち
殺
し
、
そ
の
口
を
塞
ご
う
と
す
る
。

婢
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
死
ぬ
こ
と
を
悟

り
な
が
ら
、
何
と
し
て
も
そ
の
こ
と
を
洩
ら
そ
う
と
は
し
な
い
決
意
で
あ
る
。
折

し
も
主
父
の
弟
が
事
の
次
第
を
聞
き
付
け
て
、
詳
し
い
い
き
さ
つ
を
主
父
に
告
げ

知
ら
せ
る
。
主
父
は
仰
天
し
て
直
ち
に

婢
を
救
い
、
代
わ
り
に
妻
を
笞
打
ち
殺

し
た
。
主
父
が
内
々
、
人
を
介
し
て

婢
に
、「
ど
う
し
て
お
前
は
、
そ
の
こ
と

を
承
知
し
つ
つ
も
、
決
し
て
口
外
せ
ず
、
反
対
に
死
に
掛
け
た
の
か
」
と
問
わ
せ

る
と
、

婢
が
言
う
に
は
、「
私
が
口
外
す
る
こ
と
は
、
主
人
を
殺
し
て
自
分
が

生
き
、
さ
ら
に
主
人
の
名
を
汚
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
死
ね
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
な
の
に
、
ど
う
し
て
口
外
し
よ
う
か
」
と
。

主
父
は
、

婢
の
節
義
が
高
く
、
そ
の
心
が
貴
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

婢
を
娶
り
妻
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

婢
が
固
辞
し
て
言
う
に
は
、

「
主
人
が
名
前
を
汚
し
て
死
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、
腰
元
の
私
だ
け
が
生
き
残
っ

て
い
る
の
は
、
無
礼
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
主
人
の
地
位
に
従
者
の
私
が
取
っ
て

代
わ
る
こ
と
は
逆
礼
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
無
礼
、
逆
礼
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け

を
取
っ
て
も
、
人
に
は
堪
え
難
い
も
の
な
の
に
、
そ
の
両
方
が
当
嵌
ま
る
今
の
状

況
は
、
到
底
私
の
生
き
て
ゆ
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
、

婢
は
自
殺
を

図五十 周主忠妾図
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図
る
。
主
父
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
求
婚

を
断
念
し
、
代
わ
り
に
引
出
物
を
沢
山

持
た
せ
て
、

婢
を
嫁
が
せ
よ
う
と
す

る
と
、
四
方
の
者
達
が
競
っ
て
妻
に
し

よ
う
と
し
た
。
詩
経
に
、「
言
葉
に
も

徳
に
も
報
い
が
あ
る
」（
大
雅
「
抑
」）

と
歌
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
忠
妾
の
こ
と

で
あ
る
。

本
図
は
、
残
念
な
が
ら
発
掘
当
初
か

ら
大
き
く
破
損
し
て
お
り
（
図
一
参

照
）、
榜
題
が
辛
う
じ
て
残
る
も
の
の
、

周
主
忠
妾
の
上
半
身
の
剥
落
が
、
殊
に

甚
だ
し
い
。
周
主
忠
妾
図
に
つ
い
て
は
、
列
女
伝
図
の
類
例
が
管
見
に
入
ら
な
い
。

図
五
十
一
に
掲
げ
る
の
は
、
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
の
図
像
で
あ
る
（
榜
題
「
大
夫

主
父
」「
周
主
忠
妾
」）。
図
五
十
一
は
、
毒
酒
を
主
父
に
献
じ
兼
ね
、
態
と
躓
き

倒
れ
た
周
主
忠
妾
を
描
い
た
も
の
で
、
本
図
と
は
聊
か
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。

本
図
は
、
そ
の
周
主
忠
妾
を
肖
像
風
に
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

21
列
女
Ａ
、
22
列
女
Ｂ
図
（
口
絵
21
、
22
）

榜
題
｜
｜
、
｜
｜

図
五
十
二
、
図
五
十
三
に
掲
げ
る
の
は
、
仮
に
列
女
Ａ
、
列
女
Ｂ
と
名
付
け
た
、

内
容
未
詳
の
二
図
で
あ
る
。
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
列
女
伝
巻
五
・
11
、

13
｜
15
、
巻
三
・
１
、
２
な

ど
だ
が
（
図
二
参
照
）、
な

お
後
考
に
俟
ち
た
い
。

23
許
穆
夫
人
図
（
口
絵
23
）

榜
題
「
許
穆
夫
人
」

図
五
十
四
に
掲
げ
る
の
は
、

当
墓
の
許
穆
夫
人
図
で
あ
る
。

当
墓
四
層
の
列
女
伝
図
は
、

既
述
の
如
く
、
本
図
か
ら
列

女
伝
巻
三
仁
智
伝
へ
と
戻
っ

て
い
る
（
19
、
20
は
、
巻
五

節
義
伝
９
、
10
で
あ
っ
た
）。

本
図
の
基
づ
い
た
列
女
伝
巻

三
・
３
の
粗
筋
を
示
せ
ば
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

許
穆
夫
人
梗
概

許
穆
夫
人
と
い
う
の
は
、
衛えいの

い
公こう
の
女
で
、
許
（
河
南
省
）

の
穆
公
の
夫
人
の
こ
と
で
あ

る
。
最
初
に
許
が
衛
に
求
婚

し
、
斉
も
ま
た
、
同
じ
く
求

図五十一 周主忠妾図（伝顧愷之筆摸刊)

図五十二 列女Ａ図五十三 列女Ｂ図五十四 許穆夫人図
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婚
し
た
。

公
が
女
を
許
に
与
え
よ
う
と
す
る
と
、
女
が
傅
母
に
言
わ
せ
る
に
は
、

「
昔
、
諸
侯
が
女
子
を
儲もう
け
た
の
は
、
大
国
に
援
助
を
求
め
る
伝つて
と
し
て
、
そ
れ

を
送
る
た
め
で
あ
っ
た
。
思
え
ば
目
下
、
許
は
小
国
の
上
、
我
が
国
か
ら
も
遠
く

離
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
斉
は
大
国
で
あ
っ
て
、
し
か
も
我
が
国
に
近
い
。
今
は

強
国
が
英
雄
と
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
も
し
辺
境
に
蛮
族
が
侵
入
す
れ
ば
、
我
が

国
の
一
大
事
と
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
折
、
大
国
に
救
援
を
求
め
る
手
段
と
し
て
、

そ
こ
に
私
が
い
る
の
は
、
願
っ
て
も
な
い
便
り
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
は
今
、
近

い
大
国
を
擱
さしおいて

、
遠
い
小
国
に
付
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
一
旦
火
急
の
国
難
に
見

舞
わ
れ
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
一
体
、
誰
を
相
手
に
国
家
の
存
亡
を
計
ろ
う
と
言

わ
れ
る
の
か
」
と
。
け
れ
ど
も
、
衛
侯
は
そ
の
言
葉
を
聴
き
容
れ
ず
、
女
を
許
に

嫁
が
せ
る
。
や
が
て
てき

が
衛
に
攻
め
込
ん
で
、
衛
の
軍
隊
を
大
破
す
る
。
し
か
し
、

許
に
は
そ
れ
を
救
う
力
が
な
い
。
衛
侯
は
遂
に
出
奔
し
、
黄
河
を
渉
っ
て
南
方
へ

落
ち
延
び
、
楚
丘
に
至
る
。
結
局
、
斉
桓
公
が
出
向
い
て
衛
を
保
ち
、
楚
丘
に
城

を
建
設
し
て
衛
侯
を
住
ま
わ
せ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
始
め
て
衛
侯

は
、
許
夫
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な

か
っ
た
こ
と
を
悔
い
た
。
衛
が

に

破
ら
れ
た
時
、
許
夫
人
は
車
を
駆
っ

て
、
衛
侯
を
訪
い
慰
め
よ
う
と
し
た
。

け
れ
ど
も
、
協
わ
な
か
っ
た
の
で
、

た
め
に
怨
ん
で
、
詩
（
詩
経
国
風
、

庸
風
「
載さい
馳ち
」）
を
作
っ
た
。

本
図
は
、
左
を
向
い
て
立
つ
許
穆

夫
人
を
描
い
て
い
る
。
顔
の
部
分
は
、

発
掘
時
に
は
既
に
破
損
し
て
い
た

（
図
一
参
照
）。
図
五
十
五
に
示
し

た
の
は
、
故
宮
博
物
院
蔵
列
女
仁
智

図
巻
の
２
許
穆
夫
人
図
で
あ
る32

）

（
榜

題
「
斉
使
者
」「
許
使
者
」「
衛

公
」

「
母
」「
許
穆
夫
人
」、
頌
「
衛
女
未

嫁
、
謀

許
与

斉
。
女
因

母
曰
、

斉
大
可

依
。
衛
君
不

聴
、
後
果
遁

図五十五 許穆夫人図

図五十六 許穆夫人図（伝顧愷之筆摸刊）
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乖
。
許
不

能

救
、

女
作

載
馳

」）。
併

せ
て
、
図
五
十
六
に
、

伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊

図
を
示
そ
う
（
榜
題

「
衛

公
」「
傅
母
」

「
許
使
者
」「
斉
使

者
」）。
図
五
十
六
の

榜
題
に
、
許
穆
夫
人

の
見
当
た
ら
な
い
こ
と
が
不
審
だ
が
、
右
か
ら
四
人
目
の
女
性
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

図
五
十
五
、
図
五
十
六
の
関
係
は
、
両
図
の
榜
題
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

基
本
的
に
同
じ
構
図
と
見
ら
れ
る
も
の
の
、
図
五
十
六
に
お
い
て
は
、
ま
ず
図
五

十
五
の
右
側
の
二
人
の
使
者
が
、
反
転
し
て
左
側
へ
移
り
、
次
い
で
、
傅
母
と
夫

人
の
二
人
の
位
置
は
、
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
左
右
が
入
れ
替
わ
る
な
ど
、
や
や

複
雑
な
変
化
が
起
き
て
い
る
。
さ
て
、
本
図
は
、
向
き
こ
そ
違
う
も
の
の
、
図
五

十
五
左
端
、
図
五
十
六
右
か
ら
四
人
目
の
、
酷
似
す
る
両
許
穆
夫
人
図
の
源
流
に

当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

24
曹

氏
妻
図
（
口
絵
24
）

榜
題
「
曹
僖
氏
□妻

）」

図
五
十
七
に
、
当
墓
の
曹

氏
妻
図
を
掲
げ
る
（

は
、
僖
と
も
記
さ
れ
る
）。

本
図
の
基
づ
い
た
列
女
伝
巻
三
・
４
の
粗
筋
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

曹

氏
妻
梗
概

曹
（
山
東
省
）
の
大
夫
き

負ふ
き

の
妻
の
こ
と
で
あ
る
。
晋
の
公
子
重
耳
が
亡
命
し
、

曹
を
訪
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
曹
恭
公
は
礼
を
尽
く
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
剰
え
重

耳
の
へん

脅きよう
（
一いち
枚まい
肋あばら）
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
の
宿
舎
に
忍
び
寄
り
、
重

耳
が
浴ゆあみす
る
機
会
を
伺
っ
て
、
帳とばりの
隙
間
か
ら
間
近
に
そ
れ
を
盗
み
見
る
始
末
で

あ
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
負

の
妻
が
、
夫
に
言
う
よ
う
、「
私
が
晋
の
公

子
を
観
察
す
る
に
、
公
子
の
従
者
の
三
人
は
皆
、
国
の
宰
相
級
の
立
派
な
人
ば
か

り
で
あ
る
。
そ
の
三
人
が
共
に
よ
く
一
致
協
力
し
、
主
人
を
輔
佐
し
て
い
る
の
で
、

ゆ
く
ゆ
く
公
子
は
き
っ
と
晋
国
を
我
が
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
公
子

が
晋
に
帰
国
し
た
暁
に
は
、
必
ず
諸
侯
の
覇
者
と
な
っ
て
、
以
前
、
自
分
に
無
礼

を
働
い
た
国
々
を
伐
つ
に
違
い
な
い
。
差
し
詰
め
我
が
曹
な
ど
は
、
そ
の
最
初
の

国
で
あ
る
。
我
が
曹
が
そ
の
よ
う
な
国
難
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
あ
な
た
が
そ
れ
を

逃
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
。
そ
れ
な
の
に
何
故
、
あ
な
た
は
今
、
曹
君
と

は
別
行
動
を
取
ろ
う
と
し
な
い
の
か
。
私
は
次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
子
供
や

君
主
の
こ
と
も
知
り
た
け
れ
ば
、
そ
の
親
、
ま
た
、
臣
下
を
見
よ
と
。
現
在
の
公

子
の
従
者
達
は
、
全
員
が
大
臣
や
宰
相
級
の
臣
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の

者
達
の
君
主
は
、
き
っ
と
覇
者
、
王
者
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
人

に
対
し
礼
を
尽
く
し
て
お
け
ば
、
将
来
必
ず
立
派
に
報
い
ら
れ
よ
う
し
、
逆
に
無

礼
を
働
け
ば
、
必
ず
そ
の
科
で
伐
た
れ
よ
う
。
禍
い
の
到
来
は
間
近
で
あ
る
」
と
。

そ
こ
で
、
負

は
、
食
物
の
上
に
璧
を
加
え
載
せ
、
壷
に
納
め
て
公
子
に
贈
る
。

す
る
と
、
公
子
は
食
物
だ
け
を
受
け
取
っ
て
、
璧
は
負

に
返
却
す
る
。
果
た
し

て
、
公
子
は
晋
に
帰
国
し
た
後
、
早
速
曹
を
討
伐
し
た
が
、
例
外
的
に
負

の
閭

門
だ
け
は
表
彰
し
、
決
し
て
兵
士
を
侵
入
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

図五十七 曹 氏妻図
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そ
の
た
め
曹
の
士
民
は
挙
っ
て
、
老
人
に
寄
り
添
い
弱
小
の
者
を
引
き
連
れ
、
負

の
村
閭
へ
や
っ
て
来
た
の
で
、
辺
り
は
ま
る
で
門
前
市
を
成
す
ば
か
り
の
有
様

を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

本
図
も
相
当
傷
ん
で
い
る
が
、
右
を
向
い
て
立
つ
曹

氏
妻
を
、
描
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
図
五
十
八
に
、
列
女
仁
智
図
巻
の
３
曹

氏
妻
図
（
榜
題
「
曹
僖

負

」「
妻
」、
頌
「
負

之
妻
、

智
孔
碩
。
見

晋
公
子
、
知

其
興
作
。
使

夫

、
且
以
自
託
。
文
伐

曹
国
、
卒
独
見

釈
」）、
図
五
十
九
に
、
伝
顧
愷

之
筆
の
摸
刊
図
を
掲
げ
る
（
榜
題
「
従
者
三
人
」「
公
子
重
耳
」「
曹
僖
」「
壷

」

「
曹
僖
氏
妻
」）。
図
五
十
八
、
図
五
十
九
の
両
図
を
見
較
べ
る
と
、
図
五
十
八
は
、

図
五
十
九
右
半
の
重
耳
並
び
に
、
そ
の
三
人
の
従
者
を
欠
い
て
い
る
が
、
負

の

右
手
に
壷

を
持
つ
こ
と
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
両
図
に
深
い
関
連
の
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う33

）

。
な
お
北
魏
司
馬
金
竜
墓
出
土
木
板
漆
画
屛
風
に
も
、
曹

氏
妻

図
が
描
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る34

）

（
前
述
、
残
片
ａ
）。
さ
て
、
本
図
は
、
図
五

十
五
の
左
端
、
図
五
十
六
の
左
に
描
か
れ
た
、
曹

氏
妻
図
の
源
に
当
た
る
、
貴

重
な
図
像
と
捉
え
ら
れ
る
。

25
孫
叔

母
図
（
口
絵
25
）

榜
題
「
孫
叔

母
」

図
六
十
に
掲
げ
る
の
は
、
当
墓
の
孫
叔

母
図
で
あ
る
。
本
図
の
基
と
な
っ
た

列
女
伝
巻
三
・
５
の
粗
筋

を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

孫
叔

母
梗
概

楚
の
令
尹
（
宰
相
）
孫
叔

の
母
の
こ
と
で
あ
る
。

叔

が
ま
だ
幼おさ
児なご
で
あ
っ

た
時
分
、
外
で
遊
ん
で
い

図五十九 曹 氏妻図（伝顧愷之筆摸刊）

図五十八 曹 氏妻図

図六十 孫叔 母図
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て
、
頭
の
二
つ
あ
る
蛇
を
発
見
す
る
。
叔

は
直
ち
に
そ
れ
を
殺
し
、
地
中
に
埋

め
る
。
そ
し
て
、
叔

は
家
に
帰
る
や
、
母
親
を
見
て
泣
き
出
し
た
。
母
親
が
理

由
を
尋
ね
る
と
、
叔

が
答
え
る
に
は
、「
頭
の
二
つ
あ
る
蛇
を
見
た
者
は
死
ぬ

と
聞
い
て
い
る
。
僕
は
つ
い
先
程
、
外
で
遊
ん
で
い
る
時
、
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ

た
」
と
。
母
が
、「
そ
の
蛇
は
今
何
処
に
い
る
の
か
」
と
問
う
と
、
叔

は
、「
他

の
人
が
ま
た
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
僕
が
そ
れ
を
殺
し
て
地
中
に
埋

め
た
」
と
答
え
る
。
す
る
と
、
母
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
諭
し
た
。「
あ
な
た
が

死
ぬ
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
目
に
見
え
な
い
善
行
に
対
し
て
は
、
目

に
見
え
る
良
い
報
い
が
齎
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
立
派
な
行
い
は
、
悪
い
兆
し
に

勝
ち
、
ま
た
、
仁
と
い
う
も
の
に
は
、
全
て
の
禍
い
を
取
り
除
く
働
き
が
あ
る
。

天
は
高
い
所
に
あ
っ
て
も
、
低
い
地
上
の
こ
と
を
決
し
て
聴
き
逃
し
は
し
な
い
。

書
経
の
中
に
も
、「
大
い
な
る
天

は
個
々
に
贔
屓
ひ
い
き

す
る
こ
と
な
く
、

た
だ
善
人
の
み
を
助
け
る
」（
商

書
「
蔡さい
仲ちゆう
之の
命めい
」）
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

あ
な
た
は
善
行
を
表
わ
す
こ
と
な

く
、
口
を
閉
じ
て
い
る
が
良
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
将
来
き
っ
と
楚
の

国
で
出
世
す
る
こ
と
が
出
来
よ

う
」
と
。
果
た
し
て
叔

は
成
長

し
て
後
、
令
尹
の
位
に
ま
で
上のぼ
っ

た
の
で
あ
る
。

本
図
も
、
右
を
向
い
て
立
つ
、
孫
叔

母
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
図
六
十
一

に
、
列
女
仁
智
図
巻
の
４
孫
叔

母
図
（
榜
題
「
叔

母
」「
楚
孫
叔

」、
頌

「
叔

之
母
、
深
知

天
道
。
叔

見

蛇
、
両
道
岐
首
。
既
埋
而
泣
、
母
曰
陰

徳
、
必
寿
獲

禄
。
終
相

楚
国

」）、

図
六
十
二
に
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図

を
、
併
せ
掲
げ
よ
う
（
榜
題
「
叔

母
」「
孫
叔

」）。
こ
の
両
図
は
や
は

り
、
深
く
関
連
す
る
も
の
で
、
右
に
母
、

左
に
左
袖
を
目
に
当
て
る
孫
叔

が
、

互
い
に
向
き
合
っ
て
立
っ
て
い
る
。
即

ち
、
両
図
は
、
頭
の
二
つ
あ
る
蛇
を
殺

し
て
埋
め
た
孫
叔

が
、
泣
い
て
い
る

の
を
見
て
、
母
親
が
訳
を
尋
ね
て
い
る

場
面
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
興

味
深
い
こ
と
に
、
も
う
一
面
、
同
じ
場

面
の
右
に
、
孫
叔

が
剣
を
振
る
い
、

頭
の
二
つ
あ
る
蛇
を
殺
そ
う
と
し
て
い

る
場
面
も
、
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。
図
六
十
三
に
示
す
、
北
魏
司

馬
金
竜
墓
出
土
木
板
漆
画
屛
風
の
図
像

が
そ
れ
で
あ
る
（
榜
題
「

母
」、

題
記
「
叔

母
者
、
楚
令
尹
孫
叔

之

母
也
。
叔

為

嬰
□児

）

時
、

出
遊
）

見

図六十一 孫叔 母図

図六十二 孫叔 母図（伝顧愷之筆摸刊）
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両
頭
蛇
。
殺
而
埋

之
、
帰
而
弟
泣
。

母
問

其
□故

）。
対
曰
、
窃
聞
見

両
頭

者
死
。
今
者
出
遊
見

之
。
母
曰
、
今

蛇
安

在
。
対
□曰

）、
恐

他
人
復
見

之
、

殺
而
埋

□之
）矣

。
母
曰
、
汝
不

死
也
。

汝
有

陰
徳

〔
後
欠
〕」）。
図
六
十
三

は
、
右
半
に
童
形
の
孫
叔

が
二
回
描

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
場
面

を
併
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で

あ
る
。
そ
し
て
、
図
六
十
三
中
央
の
孫

叔

と
母
の
図
は
、
二
人
が
対
坐
し
、

ま
た
、
左
右
が
反
転
し
て
い
る
等
の
小

異
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
図
六
十
一
、

図
六
十
二
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

本
図
（
図
六
十
）
に
溯
る
列
女
伝
図
の
粉
本
に
は
、
少
な
く
と
も
図
六
十
三
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
連
続
す
る
二
場
面
を
描
い
た
、
孫
叔

図
の
あ
っ
た
こ
と
が
、

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
図
は
、
図
六
十
一
以
下
の
三
図
を
通
じ

て
描
か
れ
た
、
孫
叔

母
図
の
源
に
当
た
る
こ
と
が
疑
い
な
い
。

26
魯

孫
母
図
（
口
絵
26
）

「
魯

孫
母
」

図
六
十
四
は
、
当
墓
の
魯

孫
母
図
で
あ
る
。
榜
題
は
薄
れ
て
お
り
、
読
み
辛

い
が
、
何
と
か
判
読
出
来
る
。
本
図
の
典
拠
と
な
っ
た
列
女
伝
巻
三
・
９
の
粗
筋

を
示
せ
ば
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

魯

孫
母
梗
概

ぞう
孫そん
母ぼ
と
い
う
の
は
、

魯
の
大
夫
ぞう

文ぶん
仲ちゆう

の
母
の
こ
と
で
あ
る
。

或
る
時
、
文
仲
は
、

魯
の
使
者
と
し
て
、

斉
の
国
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
母
は
そ
れ
を
見
送
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
お
前
は
、
性
格
が
酷
薄
で
恩
情
が
な
く
、
人
使
い
が
荒
い
。
困
っ
て
い
る
者
は

恐
れ
、
魯
の
全
体
が
お
前
の
こ
と
を
厄
介
者
視
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の

度
は
お
前
を
斉
に
赴
か
せ
よ
う
と
す
る
。
大
体
、
悪
事
と
い
う
も
の
は
必
ず
非
常

時
を
狙
っ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
お
前
に
打
撃
を
与
え
よ
う
と
す
る
者
は
、

こ
の
機
会
に
そ
れ
を
実
行
す
る
筈
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
気
を
付
け
よ
。
魯
と
斉
は
、

城
壁
一
つ
を
隔
て
た
だ
け
の
隣
国
で
あ
る
。
魯
の
多
く
の
寵
臣
が
お
前
に
怨
み
を

抱
く
一
方
で
、
斉
の
高
官
と
通
じ
合
っ
て
も
お
り
、
そ
の
者
達
は
、
き
っ
と
斉
に

魯
を
攻
撃
さ
せ
て
、
お
前
を
抑
留
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
逃
れ
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
お
前
は
、
魯
の
人
々
に
必
ず
広
く
恩
情
を
施
し
て
、

恩
恵
を
与
え
る
よ
う
に
し
、
そ
の
後
、
斉
に
赴
い
て
、
救
援
を
求
め
よ
」
と
。
そ

こ
で
、
文
仲
は
、
魯
の
上
卿
の
三
家
を
頼
り
、
士
大
夫
と
懇ねんごろ
に
な
っ
て
か
ら
、

斉
へ
赴
く
。
果
た
し
て
斉
は
、
文
仲
を
拘
禁
し
、
兵
を
催
し
て
魯
を
攻
め
よ
う
と

す
る
。
文
仲
は
密
か
に
人
を
使
っ
て
、
魯
の
君
公
へ
手
紙
を
送
ら
せ
る
。
文
仲
は
、

図六十三 孫叔 母図

図六十四 魯 孫母図
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そ
の
手
紙
が
斉
の
手
に
渡
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
内
容
が
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
手
紙
の
文
辞
を
迷
文
化
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
小
器
に
斂おさ
め
、
こ

れ
を
台
に
投
ぜ
よ
。
猟
犬
に
食
ら
わ
せ
、
羊よう
きゅう

を
組あ
め
。
琴
の
合
す
る
は
、
甚

だ
こ
れ
を
思
う
。
よ

き
我
が
羊
、
羊
に
母
有
り
。
我
に
食
ら
わ
し
む
る
に
同
魚
を

以
っ
て
す
。
冠かんえい
足
ら
ず
、
帯
に
余
り
有
り
」
と
。
文
仲
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
、

魯
の
君
公
と
大
夫
と
が
合
議
す
る
が
、
誰
に
も
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
或
る

人
が
、「

孫
母
は
、
魯
の
官
吏
と
し
て
代
々
俸
禄
を
受
け
継
ぐ
家
柄
の
女
で
あ

る
。
君
公
は
ど
う
し
て
試
し
に

孫
母
を
呼
ん
で
、
そ
の
こ
と
を
尋
ね
て
み
な
い

の
か
」
と
言
う
の
で
、
早
速

孫
母
を
呼
び
寄
せ
て
、「
私
が

子
を
斉
に
赴
か

せ
た
所
、
今
そ
の
手
紙
を
持
っ
て
来
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
ど
う

い
う
意
味
か
」
と
聞
く
と
、

孫
母
は
涙
を
流
し
、「
我
が
子
は
拘
禁
さ
れ
て
、

枷かせ
に
繫
が
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
君
公
が
、「
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る

の
か
」
と
問
う
と
、

孫
母
は
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
小
器
に
斂
め
、

こ
れ
を
台
に
投
ぜ
よ
と
言
う
の
は
、
城
外
の
民
衆
を
集
め
て
城
内
に
入
れ
よ
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
猟
犬
に
食
ら
わ
せ
、
羊

を
組
め
と
言
う
の
は
、
急
ぎ
兵
士
に

立
派
な
食
事
を
宛あてがっ
て
、
そ
の
装
備
や
武
器
を
整
え
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
琴

の
合
す
る
は
、
甚
だ
こ
れ
を
思
う
と
言
う
の
は
、
妻
を
思
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

き
我
が
羊
、
羊
に
母
有
り
と
言
う
の
は
、
そ
の
妻
に
よ
く
母
を
養
え
と
命
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
我
に
食
ら
わ
し
む
る
に
、
同
魚
を
以
っ
て
す
と
言
う
の
は
、
銅同

）

魚
は
、
そ
の
鱗うろこの
文
か
ら
鑢やすりを
指
し
、
鑢
は
、
鋸
のこぎりを

研
ぐ
道
具
で
あ
っ
て
、
鋸
は

即
ち
、
木
を
治
め
る
道
具
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
木
治
あ
り
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

は
、
獄
に
繫
が
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
冠

足
ら
ず
、
帯
に
余
り
有
り
と
言

う
の
は
、
髪
が
乱
れ
て
梳す
く
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
ま
た
、
食
物
を
得
る
こ
と

が
出
来
ず
、
飢
え
て
痩
せ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
我

が
子
の
拘
禁
さ
れ
、
枷
に
繫
が
れ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

そ
こ
で
、
魯
は
、

孫
母
の
言
葉
に
よ

っ
て
、
国
境
周
辺
に
軍
隊
を
急
展
開
さ

せ
る
。
さ
て
、
斉
が
兵
士
を
進
発
さ
せ
、

魯
を
襲
撃
し
よ
う
と
す
る
が
、
既
に
国

境
に
は
魯
の
軍
隊
が
展
開
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
、
魯
へ
の
攻
撃
を
中
止
し
、

文
仲
を
故
国
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。

本
図
は
、
左
を
向
い
て
立
つ
、
魯

孫
母
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
列
女
伝
図

と
し
て
の
他
の
類
例
が
、
管
見
に
入
ら

な
い
。
図
六
十
五
は
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
榜
題

「

孫
母
」「
魯
国
君
」）。
左
端
の
女
性
が
魯

孫
母
で
、
魯
の
君
公
に
、

文

仲
か
ら
の
手
紙
の
謎
解
き
を
し
て
い
る
場
面
を
表
わ
し
て
い
る
。
本
図
は
、
そ
の

魯

孫
母
図
の
源
に
当
た
る
、
非
常
に
貴
重
な
図
像
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

27
晋
羊
叔
姫
図
（
口
絵
27
）

榜
題
「
晋
楊
叔
姫
」

図
六
十
六
に
、
当
墓
の
晋
羊
叔
姫
図
を
掲
げ
る
。
榜
題
の
楊
字
は
、
叔
姫
が
羊 図六十五 魯 孫母図（伝顧愷之筆摸刊）

一
二

列
女
伝
図
の
研
究
（
二
）
（
黒
田

彰
）



舌
子
の
妻
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
羊
字
が
一

般
で
あ
る
が
、
今
本

の
列
女
伝
本
文
に
、

「
叔
姫
者
…
…
一
姓

楊
氏
」
と
見
え
る
。

本
図
の
基
づ
い
た
列

女
伝
巻
三
・
10
の
粗

筋
を
示
せ
ば
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

晋
羊
叔
姫
梗
概

叔
姫
と
い
う
女
性
は
、
羊よう
舌ぜつ
子し
の
妻
で
、
叔
向
、
叔
魚
兄
弟
の
母
で
あ
る
。
ま
た
、

別
姓
を
楊よう
氏し
と
も
称
す
る
。
叔
向
の
名
は
きつ

、
叔
魚
の
名
は
鮒ふ
と
言
う
。
そ
の
羊

舌
子
は
生
来
、
正
し
い
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
、
晋
の
国
で
は
遂
に
受
け
容
れ
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
羊
舌
子
は
晋
を
去
り
、
三
室
の
邑ゆう
（
家
三
軒
か
ら
成
る
小

村
）
に
行
っ
た
。
貧
し
い
村
人
は
、
皆
で
羊
を
盗
ん
で
来
て
、
羊
舌
子
に
贈
ろ
う

と
す
る
が
、
羊
舌
子
は
や
は
り
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
の
時
、
妻
の
叔
姫
が

言
う
に
は
、「
そ
も
そ
も
あ
な
た
は
、
晋
で
受
け
容
れ
ら
れ
ず
に
、
こ
の
三
室
の

邑
へ
と
や
っ
て
来
た
。
な
の
に
、
た
っ
た
三
軒
し
か
な
い
小
村
に
お
い
て
さ
え
、

あ
な
た
が
な
お
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
原
因
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
余
り
に

狭
量
、
潔
癖
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
村
人
の
好
意
と
し
て
の
羊
を
受
け

取
っ
た
方
が
良
い
」
と
。
そ
れ
を
聞
い
た
羊
舌
子
は
、
村
人
か
ら
羊
を
受
け
取
っ

て
、「

と
鮒
に
そ
れ
を
煮
て
や
れ
」
と
言
う
。
す
る
と
、
叔
姫
が
、「
親
の
影
響

を
受
け
て
育
つ
子
供
達
に
、
不
義
の
肉
（
盗
品
）
を
食
べ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

羊
は
そ
の
ま
ま
埋
め
て
し
ま
い
、
あ
な
た
と
関
わ
り
が
な
い
こ
と
を
、
証
拠
立
て

て
お
く
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
、
羊
舌
子
は
羊
を
瓶かめ
に
入
れ
、
家
の
裏
に
埋

め
た
。
そ
の
二
年
後
に
羊
の
盗
難
が
発
覚
し
、
都と
吏り
（
都
の
役
人
）
が
羊
舌
子
の

所
に
や
っ
て
来
る
。
羊
舌
子
が
役
人
に
、「
私
は
羊
を
受
け
取
り
は
し
た
が
、
食

べ
て
は
い
な
い
」
と
言
う
の
で
、
役
人
が
埋
め
た
羊
を
掘
り
出
し
て
見
る
と
、
骨

と
化
し
た
羊
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
役
人
は
感
嘆
し
て
、「
羊

舌
子
は
君
子
で
あ
る
こ
と
よ
。
羊
泥
棒
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
」
と
言
っ
た
の

で
あ
る
。

子
供
の
叔
向
が
、
申しん
公こう
巫ふ
臣しん
氏し
（
字
は
、
子
霊
）
の
女
を
嫁
に
迎
え
た
が
る
。

そ
の
嫁
は
、
子
霊
の
妻
夏
姫
の
女
で
、
好
色
な
美
人
で
あ
っ
た
。
一
方
、
母
の
叔

姫
は
、
自
分
の
一
族
か
ら
嫁
を
迎
え
た
く
思
う
。
叔
向
が
、「
母
上
の
一
族
は
、

身
分
こ
そ
高
い
が
、
庶
子
が
い
な
い
。
私
は
、
正
妻
の
嫉
妬
深
い
舅きゅう氏し
（
お
じ
。

母
の
兄
弟
）
の
よ
う
に
な
る
の
は
絶
対
に
厭
だ
」
と
言
う
と
、
叔
姫
は
、
次
の
よ

う
に
言
う
。「
あ
な
た
の
望
む
嫁
の
母
即
ち
、
子
霊
の
妻
と
い
う
の
は
、
か
つ
て

三
夫
、
一
君
、
一
子
を
殺
し
、
一
国
、
両
卿
を
滅
ぼ
し
た
、
恐
ろ
し
い
女
で
あ
る
。

あ
な
た
が
そ
れ
を
厭
わ
ず
、
私
の
一
族
を
厭
が
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と

か
。
私
は
、
次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
奇
福
（
普
通
で
な
い
幸
福
）
の
あ
る
者

は
、
必
ず
何
時
か
奇
禍
に
襲
わ
れ
、
尋
常
で
な
い
美
し
さ
を
有
す
る
も
の
は
、
必

ず
尋
常
で
な
い
悪
を
宿
す
、
と
。
今
の
夏
姫
は
、
鄭
穆
公
の
若
い
妃
、
よう

子し
の
子

で
、
子し
貉はく
の
妹
で
あ
る
。
そ
の
子
貉
は
若
死
に
し
て
後
嗣
ぎ
が
い
な
い
。
に
も
関

わ
ら
ず
、
天
は
夏
姫
の
一
身
に
美
し
さ
を
集
め
た
。
こ
れ
は
き
っ
と
、
天
が
夏
姫

図六十六 晋羊叔姫図
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を
通
じ
、
誰
か
を
破
滅
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夏かの
桀けつ
王おう
、
殷いんのちゆう
王おう
、

周しゆうの
幽ゆう
王おう
三
代
が
滅
び
た
の
も
、
晋
の
恭きょう
太たい
子し
申
生
が
廃
さ
れ
た
の
も
全
て
、

末ばつ
喜き
、
だつ

己き
、
褒ほう
じ

ま
た
、
り

姫き
と
い
う
毒
婦
が
い
た
た
め
で
あ
る
。
あ
な
た
は

一
体
、
ど
う
し
た
い
の
か
。
お
よ
そ
美
人
と
い
う
も
の
は
人
を
動
か
し
易
く
、
そ

れ
が
徳
義
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
必
ず
禍
を
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
」

と
。
叔
向
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
怖
じ
恐
れ
、
一
旦
夏
姫
の
女
を
断
念
す
る
が
、
生

憎
晋
平
公
が
無
理
矢
理
に
娶
ら
せ
た
の
で
、
そ
の
嫁
は
や
が
て
楊よう
食し
我が
を
生
む
。

食
我
は
伯はく
碩せき
と
呼
ば
れ
た
。
伯
碩
が
生
ま
れ
る
時
、
侍
者
の
知
ら
せ
を
受
け
た
叔

姫
は
、
息
子
の
所
へ
赴
き
、
孫
の
顔
を
見
よ
う
と
す
る
。
叔
姫
が
産うぶ
屋や
に
近
付
く

と
、
赤
ん
坊
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
る
。
叔
姫
は
突
然
、
引
き
返
し
、「
あ
れ
は
豺さい

狼ろう
（
山
犬
と
狼
。
酷むご
い
も
の
の
例
え
）
の
鳴
き
声
で
あ
る
。
忌
ま
わ
し
い
こ
と
に
、

近
く
羊
舌
の
家
を
滅
ぼ
す
の
は
、
狼
の
本
性
を
備
え
た
あ
の
子
で
あ
る
に
違
い
な

い
」
と
言
っ
て
、
決
し
て
赤
ん
坊
に
会
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
案
の
定
、
伯
碩

は
成
長
の
後
、
祁き
勝しょうと
謀
っ
て
乱
を
起
こ
し
、
晋
の
国
人
に
殺
さ
れ
た
。
先
の
叔

姫
の
言
葉
通
り
、
羊
舌
氏
は
、
そ
の
事
件
が
元
で
、
遂
に
滅
び
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

叔
魚
を
生
ん
で
間
も
な
く
、
叔
姫
が
そ
の
赤
ん
坊
の
未
来
を
占
っ
て
言
う
に
は
、

「
こ
の
子
の
欲
望
は
谷
底
よ
り
深
い
。
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
は
到
底
、
不
可
能
で

あ
る
。
ゆ
く
ゆ
く
必
ず
賄
賂
を
原
因
と
し
て
、
死
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
。
か
く

て
叔
姫
は
赤
ん
坊
の
顔
を
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
叔
魚
は
長
じ
て
、
代
理
判
事

と
な
る
。
けい

侯こう
と
雍よう
子し
と
が
互
い
に
領
地
を
争
っ
て
、
訴
訟
沙
汰
に
及
ん
だ
時
、

雍
子
が
女
を
叔
魚
の
許
に
腰
入
れ
さ
せ
て
、
己
れ
に
有
利
な
計
ら
い
を
望
ん
だ
の

で
、
一
方
の

侯
は
怒
り
、
朝
廷
に
お
い
て
叔
魚
と
雍
子
の
二
人
を
殺
し
て
し
ま

う
。
韓
宣
子
が
そ
の
事
件
の
な
り
ゆ
き
を
心
配
す
る
。
叔
向
は
韓
宣
子
に
、「
三

人
は
共
に
同
罪
で
あ
る
。
私
は
、
生
き
残
っ
た

侯
を
死
罪
に
処
し
、
死
ん
だ
叔

魚
、
雍
子
の
二
人
を
市
場
で
曝
し
者
と
す
る
よ
う
勧
め
た
い
」
と
言
っ
て
、
事
件

は
そ
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
た
。
叔
魚
は
や
は
り
、
か
つ
て
叔
姫
が
予
言
し
た
如
く

そ
の
欲
深
い
心
が
原
因
と
な
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。

羊
叔
姫
を
め
ぐ
る
、
列
女
伝
の
右
の
話
は
、
中
々
複
雑
で
あ
る
。
物
語
に
登
場

す
る
、
主
な
人
物
の
系
図
を
示
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

羊
舌
子

叔
向

）

叔
姫

叔
魚

鮒
）

楊
食
我

伯
碩
）

申
公
巫
臣

子
霊
）

鄭
穆
公

女

夏
姫

子

本
図
は
、
右
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
、
晋
羊
叔
姫
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
図

六
十
七
は
、
列
女
仁
智
図
巻
の
９
晋
羊
叔
姫
図
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
（
榜
題

「
晋
羊
叔
姫
」「
叔
向
」「
叔
魚
」「
羊
舌
大
夫
」、
頌
「
叔
向
之
母
、
察
於〔

剥
落
〕

叔

魚
食
我
、
皆
貪
不

正
。
必
以

貨
死
、
果
卒

分
諍

」。
剥
落
部
分
は
、
列
女
伝

本
文
に
よ
る
と
、「
情
性
推
人
之
生
以
窮
其
命
」
十
字
と
な
る
）。
図
六
十
七
左
端

の
、
右
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
人
物
は
、
羊
舌
子
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
列

女
仁
智
図
巻
に
、「
羊
舌
大
夫
」
と
榜
題
さ
れ
る
点
が
不
審
で
あ
る
。
列
女
伝
の

一
四

列
女
伝
図
の
研
究
（
二
）
（
黒
田

彰
）



羊
舌
子
は
、
羊
舌
職
の
こ
と
と
さ
れ
、
羊
舌
大
夫
は
、
職
の
父
に
当
た
る
人
物
だ

か
ら
で
あ
る
（
左
伝

公
二
年
に
、
羊
舌
大
夫
が
晋
太
子
申
生
の
尉
と
な
っ
た
こ

と
が
見
え

「
羊
舌
大
夫
為

尉
」
、
そ
の
杜
預
注
に
、「
羊
舌
大
夫
、
叔
向
祖
父

也
」
と
あ
る
）。
当
図
に
、
羊
舌
子
の
父
の
登
場
す
べ
き
必
然
性
は
、
特
に
見
当

た
ら
な
い
か
ら
、
列
女
仁
智
図
巻
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
図
六
十
七
は
、

間
に
二
人
の
子
供
（
叔
向
と
叔
魚
。
共
に
左
向
き
に
立
っ
て
い
る
）
を
挟
ん
で
、

叔
姫
（
右
）
と
瓶
を
持
つ
羊
舌
子
（
左
）
と
が
、
立
っ
て
対
話
し
て
い
る
図
と
考

え
ら
れ
る
。
図
六
十
八
は
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
榜

題
「
晋
羊
舌
子
」「
羊
叔
姫
」）。
当
図
は
、
図
六
十
七
の
左
右
を
反
転
さ
せ
た
も

の
で
、
羊
舌
子
は
、
右
手
に
羊
の
頭
を
捧
げ
持
ち
、
左
手
に
瓶
を
下
げ
て
い
る
。

図
六
十
七
に
較
べ
、
瓶
が
異
様
に
大
き
い
の
は
、
左
手
の
羊
頭
に
合
わ
せ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
叔
向
、
叔
魚
の
二
人
の
子
供
は
、
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
注
目
す
べ
き
は
、
向
き
こ
そ
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
図
と
図
六
十
七
に
お

け
る
叔
姫
の
姿
形
が
、
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
図
（
図
六

十
六
）
は
、
例
え
ば
図
六
十
八
左
の
晋
羊
叔
姫
図
の
、
ほ
ぼ
直
接
的
と
も
言
え
る
、

原
図
の
面
影
を
留
め
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

28
晋
范
氏
母
図
（
口
絵
28
）

榜
題
「
晋
范
氏
母
」

図
六
十
九
に
、
当
墓
の
晋
范
氏
母
図
を
掲
げ
る
。
本
図
は
、
西
壁
四
層
の
最
後

の
列
女
伝
図
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
列
女
伝
巻
三
仁
智
伝
か
ら
の
最
終
図
で
も

あ
る35

）

。
本
図
の
基
と

な
っ
た
列
女
伝
巻

三
・
11
の
粗
筋
を
示

せ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

晋
范
氏
母
梗
概

晋
の
范
氏
の
母
と
い

う
の
は
、
范
献
子
の

図六十八 晋羊叔姫図（伝顧愷之筆摸刊)

図六十七 晋羊叔姫図

図六十九 晋范氏母図
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妻
の
こ
と
で
あ
る
。
或
る
時
、
そ
の
三
人
の
子
供
が
趙
氏
の
所
へ
遊
び
に
行
く
。

さ
て
、
趙
簡
子
は
乗
馬
が
趣
味
で
、
そ
の
園
中
に
は
木
の
切
株
が
多
い
。
趙
簡
子

が
三
人
の
子
に
問
う
に
は
、「
切
り
株
を
ど
う
し
た
ら
良
い
か
」
と
。
そ
の
時
、

一
番
年
上
の
子
は
、「
立
派
な
君
主
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
尋
ね
も
せ
ず
、
何
も

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
乱
君
は
何
も
尋
ね
ず
に
さ
っ
さ
と
民
を
使
役
し
、
切

株
を
除
か
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
答
え
た
。
ま
た
、
二
番
目
の
子
は
、「
あ

な
た
が
も
し
馬
の
足
を
大
事
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
の
力
を
惜
し
ま
れ
る

な
。
逆
に
、
民
の
力
を
大
切
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
馬
の
足
の
こ
と
な
ど
放

っ
て
お
か
れ
よ
」
と
答
え
た
。
し
か
し
、
最
も
年
下
の
子
は
、
次
の
よ
う
に
答
え

た
。「
三
つ
の
恩
徳
を
巧
く
用
い
、
民
を
使
役
さ
れ
る
の
が
宜
し
い
。
例
え
ば
あ

な
た
が
民
に
命
じ
、
仮
に
山
の
切
株
を
除
か
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
馬
の
便
宜

に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
な
た
は
命
令
を
変
更
し
て
、
今
度
は
園
の
切
株

を
除
く
よ
う
命
じ
る
。
す
る
と
、
山
は
遠
い
が
園
は
近
い
の
で
、
そ
の
こ
と
が
民

へ
の
第
一
の
恩
徳
と
な
る
。
ま

た
、
民
に
と
っ
て
作
業
が
困
難

な
、
険
し
い
山
の
仕
事
で
な
く
、

平
地
に
お
け
る
楽
な
仕
事
に
変

わ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
民
へ
の

第
二
の
恩
徳
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
、
除
去
の
仕
事
が
終
わ
っ
た

ら
、
不
要
な
切
株
を
集
め
、
そ

れ
を
安
い
価
で
民
に
売
っ
て
や

れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
第
三
の
恩

徳
と
な
っ
て
、
あ
な
た
に
は
正
し
く
一
石

二
鳥
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
」
と
。
三

子
の
言
う
こ
と
を
面
白
く
思
っ
た
簡
子
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
果
し
て
民
は

三
度
喜
ん
だ
。
三
番
目
の
子
供
は
、
自
分

の
編
み
出
し
た
詐
術
が
自
慢
で
な
ら
ず
、

家
に
帰
っ
て
鼻
高
々
と
、
事
の
次
第
を
母

に
語
り
聞
か
せ
る
。
母
親
は
そ
れ
を
聞
き
、

深
く
溜
め
息
を
吐つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言

う
。「
遂
に
范
氏
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
の

は
、
き
っ
と
こ
の
子
に
違
い
な
い
。
己
れ

の
功
績
を
自
慢
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
、

人
を
苦
し
め
て
何
と
も
思
わ
ず
、
他
人
に

対
す
る
慈
愛
の
気
持
を
抱
く
こ
と
が
出
来

な
い
。
偽
計
を
詐
術
へ
発
展
さ
せ
る
こ
と

ば
か
り
で
世
渡
り
を
し
て
い
て
、
ど
う
し

て
長
ら
く
無
事
で
い
ら
れ
よ
う
か
」
と
。

そ
の
後
、
智
伯
が
范
氏
を
滅
ぼ
し
た
の
で

あ
る
。

本
図
は
、
左
向
き
に
立
っ
て
い
る
晋
范
氏
母
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
図
七
十

に
、
列
女
仁
智
図
巻
最
終
画
面
の
10
晋
范
氏
母
図
（
榜
題
「
中
子
」「
長
子
」）、

図
七
十
一
に
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
（
榜
題
「
范
氏
中
子
」「
范
氏
長
子
」「
范

図七十 晋范氏母図

図七十一 晋范氏母図（伝顧愷之筆摸刊）
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氏
少
子
」「
范
氏
母
」）
を
併
せ
掲
げ
る
。
図
七
十
は
、
残
念
な
こ
と
に
、
画
面
左

半
の
少
子
と
母
、
ま
た
、
頌
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
図
七
十
と
図
七
十
一
と
の
酷
似
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
て
、
本
図

は
、
例
え
ば
図
七
十
一
左
端
、
晋
范
氏
母
図
の
源
流
を
な
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

付
記

平
成
18
｜
20
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B
に
よ
る
成
果
報
告
書
『
和

林
格
爾
漢
墓
壁
画
孝
子
伝
図
輯
録
』（
内
蒙
古
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
、
幼
学
の

会
編
、
平
成
21
年
）
が
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
注
〕

29
）図
四
十
六
は
、
容
庚
氏
『
漢
武
梁
祠
画
像
録
』（
考
古
学
社
専
集
13
、
北
平
燕
京

大
学
考
古
学
社
、
民
国
25

一
九
三
六

年
に
拠
る
（
以
下
も
同
じ
）。

30
）図
四
十
七
は
、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
院
所
蔵

漢
代
石
刻
画
象
拓
本
精
選

集
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
民
国
93

二
〇
〇
四

年
）
８
に
拠
る
。

31
）図
四
十
八
は
、
聞
宥
氏
『
四
川
漢
代
画
象
選
集
』（
中
国
古
典
芸
術
出
版
社
、
一

九
五
六
年
）
四
〇
に
拠
る
。

32
）図
五
十
五
は
、『
中
国
歴
代
絵
画
』（
故
宮
博
物
院
蔵
画
集
１
東
晋
、
隋
、
唐
、
五

代
部
分
、
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
に
拠
る
（
以
下
も
同
じ
。
但
し
、

場
合
に
よ
り
注

前
掲
の
も
の
も
用
い
た
）。

33
）列
女
仁
智
図
巻
の
内
容
に
つ
い
て
、
例
え
ば
古
田
氏
注

前
掲
論
文
に
、「『
列
女

伝
』
に
記
さ
れ
た
物
語
の
中
か
ら
幾
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
絵
画
化
し
た
も

の
」
と
さ
れ
る
の
は
、
極
め
て
不
正
確
な
記
述
で
、
列
女
伝
巻
三
仁
智
伝
の
十
五

話
を
、
図
像
化
し
た
も
の
の
残
巻
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
本
氏
注

前
掲

論
文
は
、
列
女
伝
諸
本
に
関
す
る
非
常
に
重
要
且
つ
、
優
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、

列
女
仁
智
図
巻
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
汪
注
跋
に
よ
り
、「
現
存
す
る
顧
愷
之

列
女
伝
図
の
残
巻
（
故
宮
博
物
院
蔵
）
は
、
仁
智
伝
十
五
伝
の
中
の
八
伝
の
図
を

伝
え
て
お
り
」
と
さ
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
、
列
女
仁
智
図
巻
は
、
十
五

伝
中
の
十
伝
の
図
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
、
そ
の
内
容
を
示
せ
ば
、

次
の
よ
う
で
あ
る
（
通
番
を
付
し
、
列
女
伝
の
巻
・
話
数
を
添
え
た
。

は
、
そ

の
図
像
が
当
墓
に
も
存
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
）。

１
楚
武
登
曼
図
（
巻
三
・
２
）

２
許
穆
夫
人
図
（
巻
三
・
３
）

３
曹

氏
妻
図
（
巻
三
・
４
）

４
孫
叔

母
図
（
巻
三
・
５
）

５
晋
伯
宗
妻
図
（
巻
三
・
６
）

６
衛
霊
夫
人
図
（
巻
三
・
７
）

７
斉
霊
仲
子
図
（
巻
三
・
８
）

８
魯
漆
室
女
図
（
巻
三
・
13
）

９
晋
羊
叔
姫
図
（
巻
三
・
10
）

10
晋
范
氏
母
図
（
巻
三
・
11
）

現
存
本
は
、
右
の
十
話
の
図
像
を
有
す
る
が
（
但
し
、
完
全
で
は
な
い
）、
列
女

伝
巻
三
の
内
の
、
密
康
公
母
（
巻
三
・
１
）、
魯

孫
母
（
巻
三
・
９
）、
魯
公
乗

（
巻
三
・
12
）、
魏
曲
沃
負
（
巻
三
・
14
）、
趙
将
括
母
（
巻
三
・
15
）
の
五
話

の
図
像
を
欠
い
て
い
る
。
な
お
当
該
図
巻
は
、
登
場
人
物
の
榜
題
及
び
、
二
行
の

頌
を
載
せ
る
が
、
列
女
伝
の
本
文
を
載
せ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
現
存
本
に
は

錯
簡
が
あ
っ
て
、
８
魯
漆
室
女
図
は
本
来
、
９
、
10
の
後
に
続
く
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
錯
簡
と
も
関
わ
っ
て
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
８
魯
漆
室
女
図

は
、
図
の
右
半
を
失
っ
て
い
る
ら
し
く
、
ま
た
、
７
斉
霊
仲
子
図
及
び
、
10
晋
范

氏
母
図
は
、
図
の
左
半
並
び
に
、
頌
を
失
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の

列
女
仁
智
図
巻
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
例
え
ば
宮
本
氏
が
そ
の
６
衛
霊
夫

人
図
と
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
と
を
上
げ
て
、
金
維
諾
氏
「
顧
愷
之
的
芸
術
成

就
」（『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
八
・
六
）
を
参
考
に
、「〔
両
者
は
〕
人
物
の
形

態
や
構
図
な
ど
幾
つ
か
の
点
で
、
完
全
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、〔
伝
顧

愷
之
筆
の
摸
刊
図
は
〕
背
景
を
増
加
し
た
り
服
飾
を
改
変
し
た
り
し
て
真
を
失
っ

て
は
い
る
が
、
間
違
い
な
く
宋
代
の
模
本
、
そ
れ
も
比
較
的
完
全
な
模
本
に
依
拠

し
て
い
る
こ
と
が
分
る
」
と
述
べ
（
こ
の
こ
と
は
、
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
の

福

の
跋
文
中
に
引
か
れ
る
、
父

元
の
言
、「
其
中
衣
冠
人
物
、
与

此
図

皆
同
。
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若

衛
霊
公
所

坐
之
矮
屛
漆
室
女
所

倚
之
木
柱
、
皆
与

顧

図
中

相
似
。
而
微
有

所

減
」
に
、
早
く
指
摘
さ
れ
て
お

り
、

元
は
当
該
図
巻
な
ど
を
見
た
も
の
と
思
わ
れ
る

福
注

）、
ま
た
、
古
田
氏
が
同
図
と
、
司
馬
金
竜
墓
出
土
木

板
漆
画
屛
風
の
衛
霊
夫
人
図
（
第
四
・
五
塊
表
二
層
）
と
を

上
げ
て
、

こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
先
程
の
作
例
同
様
、
同
じ
画
題

を
同
じ
よ
う
に
描
い
た
言
わ
ば
同
一
画
題
・
同
一
図
様

の
作
例
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
作
品

に
は
場
面
設
定
、
画
面
構
成
、
人
物
の
形
態
や
調
度
品

等
に
お
い
て
共
通
し
た
表
現
が
認
め
ら
れ
、
物
語
を
絵

画
化
す
る
際
の
作
者
の
制
作
意
識
が
、
お
互
い
極
め
て

近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
…
…
こ
の
よ

う
な
同
一
画
題
・
同
一
図
様
と
い
う
も
の
の
存
在
は
、

当
時
に
お
い
て
物
語
を
ど
う
絵
画
化
す
る
か
に
関
す
る

決
定
は
、
製
作
者
の
意
志
判
断
に
全
面
的
に
委
ね
ら
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
事
実
は
、
こ
の
時
代
、
既
に
作
り
手
と
受
け
手
と

の
間
に
は
、
図
様
に
関
す
る
あ
る
一
定
の
了
解
事
項
が

成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
と
当
該
屛
風
と
の
背
後
に
、

共
通
の
粉
本
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
（
参
考
図
一
参
照
）。
加
え
て
、
宮
本
氏
は
、

列
女
仁
智
図
巻
と
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
と
の
一
致
に
つ
い
て
、

福
の
跋
文
を
踏
ま
え
、
唐
宋
人
の
摸
本
列
女
伝
図
、
北
宋

米

に
よ
る
高
下
三
寸
板
の
縮
小
摸
刻
（
画
史
）
か
ら
の
両

者
の
分
岐
を
想
定
さ
れ
て
い
る
が
（
後
述
）、
６
衛
霊
夫
人

図
の
み
な
ら
ず
、
列
女
仁
智
図
巻
の
十
図
は
全
て
、
伝
顧
愷

之
筆
の
摸
刊
図
と
非
常
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ

こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
深
い
関
わ
り
故

参考図一 衛霊夫人図

(列女仁智図巻)

(伝顧愷之筆摸刊)

(北魏司馬金竜墓出土木板漆画屛風)
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に
、
両
者
の
図
像
が
互
い
に
相
補
い
合
う
一
面
を
有
す
る
こ
と
に
も
、
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。
例
え
ば
金
氏
前
掲
論
文
は
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
列
女
仁
智
図
巻
の
７
斉
霊
仲
子
図
が
、「
太
子
光
」
の
榜
題
を
付

け
間
違
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
左
半
に
、「
夫
人
仲
子
」「
斉
霊
公
」
二
人
の
人
物

を
欠
く
こ
と
（
金
氏
は
、「
夫
人
、
仲
子
、
斉
霊
公
三
人
均
欠
佚
」
と
言
わ
れ
る

が
、
誤
り
で

夫
人
仲
子
で
一
人

、
二
人
で
あ
る
。
ま
た
、
金
氏
は
指
摘
さ
れ

て
い
な
い
が
、
頌
も
欠
く
）、
８
魯
漆
室
女
図
の
右
半
に
、「
隣
婦
」
の
図
像
を
欠

く
こ
と
、
10
晋
范
氏
母
図
の
左
半
に
、「
少
子
」「
母
」
の
二
人
の
人
物
を
欠
く
こ

と
（
頌
も
欠
く
）
等
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
列
女
仁
智
図
巻
、
１
楚
武
登

曼
図
の
左
、
楚
武
王
と
頌
と
の
間
に
は
、「
屈
瑕
」「
軍
師
」
の
図
像
の
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
２
許
穆
夫
人
図
に
は
、
右
半
の
二
使
者
が
左
端
に
行
き
、

母
（
傅
母
）
と
許
穆
夫
人
と
が
入
れ
替
わ
る
等
、
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
に
お
け

る
、
人
物
の
複
雑
な
移
動
が
起
き
て
い
る
し
（
許
穆
夫
人
の
榜
題
も
欠
け
て
い

る
）、
３
曹

氏
妻
図
に
は
、
左
に
「
従
者
三
人
」「
公
子
重
耳
」
の
図
像
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
６
衛
霊
夫
人
図
に
は
、
馬
車
の
後
に
描
か
れ
た
遽
伯
玉
が
、

馬
の
向
う
に
移
さ
れ
る
と
い
う
相
違
が
見
え
る
し
、
ま
た
、
９
晋
羊
叔
姫
図
で
は
、

左
右
の
二
人
が
入
れ
替
わ
り
、
中
央
の
叔
向
、
叔
魚
が
省
か
れ
て
い
る
他
、
列
女

仁
智
図
巻
は
、「
晋
羊
舌
子
」（
摸
刊
図
）
の
榜
題
を
、「
羊
舌
大
夫
」
に
誤
る

（
羊
舌
大
夫
は
、
羊
舌
子
の
父
）
な
ど
の
点
を
、
付
け
加
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
列
女
仁
智
図
巻
が
、
図
像
と
頌
か
ら
成
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
頌
が

元
来
、
別
立
し
て
一

を
成
し
て
い
た
こ
と
と
共
に
（
例
え
ば
漢
書
三
十
六
楚
元

王
伝
六
に
、
劉
向
の
列
女
伝
を
「
八

」
と
し
て
い
た
）、
前
述
の
漢
書
芸
文
志

に
、「
列
女
伝
頌
図
」
と
あ
る
も
の
と
の
関
わ
り
が
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
劉
向
の
七
略
別
録
（
初
学
記
二
十
五
屛
風
三
所
引
）
に
、

臣
向
与

黄
門
侍
郎

所
校

烈
女
伝
、
種
類
相
従
為

七

、
以
著

禍
福

栄
辱
之
効
是
非
得
失
之
分
、
画

之
於
屛
風
四
堵

と
見
え
る
、
列
女
伝
図
の
「
屛
風
四
堵
」
と
、
当
該
図
巻
及
び
、
伝
顧
愷
之
筆
の

摸
刊
図
と
の
関
わ
り
も
、
同
様
に
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
従
来

武
氏
祠
画
象
石
を
例
外
と
し
て
、
顧
愷
之
以
前
の
列
女
伝
図
と
い
う
も
の
が
殆
ど

知
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
私
達
は
、「
列
女
伝
頌
図
」（
漢
書
）
や
列
女
伝
図
「
屛

風
四
堵
」（
七
略
別
録
）
の
内
容
を
推
し
量
る
術
が
、
全
く
な
か
っ
た
の
だ
が
、

今
般
、
新
た
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
四
十
図
を
越
え
る
、
当
墓
の
列
女
伝

図
こ
そ
は
、
正
し
く
顧
愷
之
以
前
、
後
漢
時
代
の
そ
の
様
式
を
伝
え
る
も
の
に
外

な
ら
ず
、
劉
向
と
顧
愷
之
の
列
女
伝
図
を
繫
ぐ
遺
品
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

34
）前
稿
に
お
い
て
、
列
女
伝
巻
二
・
晋
文
斉
姜
図
と
推
定
し
た
残
片
ａ
は
、
注

前

掲
「
山
西
大
同
石
家
寨
北
魏
司
馬
金
竜
墓
」
26
頁
に
、
残
片
ａ
に
つ
い
て
、「
一

高
冠
男
子
坐
方

上
、
後
面
三
人
拱
手
侍
立
。
榜
題
〞
晋
公
子
重
耳
〝」
と
説
明

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
正
し
く
伝
顧
愷
之
筆
の
摸
刊
図
右
半
と
一
致
す
る
。
当
該

屛
風
に
は
ま
た
、
列
女
伝
巻
三
・
４
曹

之
妻
に
続
く
、
５
孫
叔

母
（
第
四
・

五
塊
表
一
層
）
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
残
片
ａ
は
、
晋
文
斉
姜

で
な
く
、
曹

之
妻
図
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

35
）本
図
は
、
列
女
伝
巻
三
・
11
に
該
当
す
る
が
、
但
し
、
南
壁
一
層
に
、
巻
三
・
13

魯
漆
室
女
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

く
ろ
だ

あ
き
ら

人
文
学
科
）

二
〇
〇
九
年
十
月
十
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日
受
理

一
九

佛
教
大
学
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学
部
論
集

第
九
十
四
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）


